
随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2299

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

北九州市地域中核企業セミ
ナー企画運営業務委託

デロイトトーマツファイナ
ンシャルアドバイザリー合
同会社

2,489,410 令和6年12月16日

　「北九州市地域中核企業セミナー企画運営業務委託」につ
いては、講師選定等のセミナーの企画、参加企業の募集、講
師等との調整、会場設営、その他の運営に関する業務を委託
するもの。
　本業務を適切かつより効果的なものするには、地域中核企
業の新事業展開などに係る伴走支援を実施し、それら企業の
抱える課題や関心を十分に把握するとともに、企業向けセミ
ナーの運営方法に豊富な経験を有している必要がある。
　このため、本業務の仕様は、北九州市自ら作成するより
も、国や他の自治体で同様の業務受注実績がある民間事業者
に企画提案させた方が優れた成果が期待できるため、「公募
型プロポーザル方式」を採用することとした。
　その結果、最も優れていたデロイトトーマツファイナン
シャルアドバイザリー合同会社と特命随意契約を締結した。

自治法
施行令
第２号

2,500,000 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

産業経済局　産業政策課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2419

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

北九州しごとまるごと情報
局ホームページ改修業務

ミシマ・オーエー・システ
ム株式会社

2,050,950 令和7年3月1日

　本業務は、北九州しごとまるごと情報局ポータルサイト及
び企業応援サイトにおいて、トップページのリニューアル、
ピックアップ求人の項目及び検索要件の追加を行う業務で、
当ホームページを制作し、当該システムを熟知している上記
業者に委託するものである。
　上記業者以外に委託した場合、既存システムに支障をきた
すおそれがあるほか、セキュリティ異常や障害等が発生した
場合の責任区分があいまいになり、原因究明等に時間を要す
るなど、当ホームページの安定的な稼動確保及び障害発生時
の迅速な復旧が困難である。よって、当業務についてはミシ
マ・オーエー・システム株式会社に特命で委託するもの。

自治法
施行令
第６号

2,050,950 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　雇用・産業人材政策課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2905

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度学研北部除草業
務委託（6-1）

有限会社エコ・プラン 5,445,000 令和6年11月11日 　２回の競争入札に付しても落札者がいなかったため
自治法
施行令
第８号

5,454,900 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　未来産業推進課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2716

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度「人工衛星製造
体験ハンズオン講座」企画
運営業務委託

国立大学法人九州工業大学 2,500,000 令和7年1月16日

　本業務は、九州工業大学で開発・製造しているCubeSat
（超小型衛星）の部品やコンポーネントを市内企業が開発・
製造できる知見・スキルを獲得することを目的として、超小
型人工衛星の製造に関する基礎知識を習得するための講座
（実習含む）の企画・運営を行うものである。
　超小型衛星運用数が７年連続世界１位であるなど、超小型
衛星の開発・製造に関して国際的な実績を有している九州工
業大学の知見・スキルを市内企業が獲得することで、同大学
のCubeSatの部品やコンポーネントを市内企業製品に置き換
えていくことができれば、市内企業の宇宙産業参入実績を生
み出すこととなり、他の大学や民間企業が開発する宇宙機器
への展開の後押しにもつながる。
　以上より、本業務は、九州工業大学で開発・製造される
CubeSatの部品やコンポーネントの知見・スキルを獲得する
ことを目的とするため、九州工業大学と特命随意契約を締結
するもの。

自治法
施行令
第２号

2,500,000 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

産業経済局 宇宙産業推進室



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2590

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度イノベーション
共創プラットフォーム運営
等業務委託

Creww株式会社 9,438,000 令和7年1月31日

　本業務は、行政や企業が抱える課題とスタートアップとを
掛け合わせるプラットフォームの構築や、共創文化醸成のた
めの実践的なワークショップの開催など、スタートアップ等
支援に関する高度な知識と専門的な技術を必要とする。
　上記の理由により、当該業務の委託先の選定にあたって
は、本市が仕様を決定するよりも優れた成果が期待できる
「プロポーザル方式」を採用した。その結果、最も優れてい
たCreww株式会社と特命随意契約を締結した。

自治法
施行令
第２号

9,438,000 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　スタートアップ推進課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2065

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

デジタルを活用した企業誘
致マーケティング事業

株式会社シャノン 5,940,000 令和7年1月24日

　本事業では、既存ホームページ「企業立地ガイド」への来
訪者増加施策および来訪者の情報収集・分析を行うことによ
り、企業への効率的なアプローチへつなげるデジタルマーケ
ティングの知見・ノウハウが必要である。
　上記の理由により、当該業務の委託先の選定にあたって
は、本市が仕様を決定するよりも優れた成果が期待できる
「プロポーザル方式」を採用した。その結果、最も優れてい
た株式会社シャノンと特命随意契約を締結した。

自治法
施行令
第２号

6,000,000 ー

北九州市産業用地マップ作
成業務委託

株式会社ゼンリン 1,716,000 令和6年10月24日

　本業務は、著作権の対象となる地図データを使用する業務
を含んでいる。
　北九州地域のマップを１２月末の発行時点で最新且つ高品
質な地図に差し替えられる地図データベースを持ち、校正か
ら印刷までの業務を一貫して今年度内に提供できる会社は株
式会社ゼンリンに限られることから特命随意契約を締結し
た。

自治法
施行令
第２号

1,716,000 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　企業誘致課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-551-3605

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和７年度外国人材就業サ
ポートセンターホームペー
ジ改修及び市内企業への
Webアンケート実施業務委
託

学校法人北九州ＹＭＣＡ学
園

6,795,360 令和7年2月26日

　当該業務のうち、ホームページ改修業務は「北九州市外国
人材就業サポートセンター」ホームページを稼働させつつ短
期間でシステム改修を完了させることが必要であるため、シ
ステム内容を熟知している当該ホームページの保守運用業務
の受託者に委託する必要がある。また、アンケート実施業務
は、市内企業の外国人材確保に関する課題抽出のために実施
されるものである。委託者は市内企業からの外国人材に係る
相談の受付実績があり、外国人の性向等を熟知している必要
がある。さらに、アンケート実施業務は「北九州市外国人材
就業サポートセンター」の活動と一体的になって行われるこ
とで効果的な広報や運営がなされるため、同センターの管理
運営業務の受託者に委託する必要があるため。

自治法
施行令
第２号

6,856,000 ー

台湾半導体関連企業誘致イ
ベント開催に向けた企画調
整業務委託

株式会社日本経済社 5,995,000 令和7年3月3日

　本件は、台湾で開催される国際経済イベント「天下経済
フォーラム」において、半導体関連企業誘致イベントの開催
に向けた企画・調整を実施するものである。
　天下経済フォーラムは、台湾を代表する経済専門誌「天下
雑誌」と株式会社 日本経済社が共同で主催する国際フォー
ラムであり、毎年１月に台北で開催される。半導体、ＡＩ、
サプライチェーン再編などを主要テーマとし、台湾政府関係
者や主要企業の経営者が多数参加する大規模なイベントであ
り、本市としても、本フォーラムを活用し、戦略的なＰＲを
行うことで、半導体関連企業の北九州市への投資促進につな
げたい。
　本事業は令和７年度実施予定であるが、政府機関・経済団
体・企業との事前調整、登壇候補者の情報収集、イベント会
場の確保、参加候補企業のリストアップなどの準備業務を令
和６年度中に実施する必要がある。また、本フォーラムは、
天下雑誌と㈱日本経済社が共同で企画・運営しており、
フォーラム内での登壇や企業誘致イベントの開催には、㈱日
本経済社を通じた調整が不可欠である。
　以上の理由から、同社へ業務委託を行うもの。

自治法
施行令
第２号

6,380,000 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　国際ビジネス戦略課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2078

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度北九州市地域お
こし協力隊業務

安村　嘉能 2,400,000 令和6年10月1日

　地域おこし協力隊とは、三大都市圏をはじめとする都市地
域等から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移したものを
地域おこし協力隊として委嘱し、地域協力活動に従事しても
らいながら、その地域へ定住・定着を図ることで地域力維
持・強化を図る取組みである。
　地元から、小倉南区合馬農産物直売所の経営が厳しくなっ
ているため、直売所の活性化や農業を通じた地域振興を図り
たいとの強い要望があり、HP等で公募を行うこととなった。
応募があった者の中から、応募条件（地域要件、活動に必要
な知識・資格等）や求める人物像（協調性、意欲・熱意、
チャレンジ精神等）を満たしているのかを選考会（市、JA北
九、コミュニティ支援課、地域）にて一次審査（書類）、二
次審査（面接）及び協議を行い、受入地域の意思も含めて採
用決定したものである。
　ついては、合馬農産物直売所および合馬地区の活性化に向
けた地域活動を行うために必要な知識や経験が優れている安
村　嘉能と契約を締結した。

自治法
施行令
第２号

2,400,000 ー

令和６年度荒廃森林整備事
業強度間伐等業務委託

北九州市森林組合 45,760,000 令和6年12月23日

　本業務は概ね15年以上手入れがされていない市内の荒廃森
林の強度間伐や侵入竹伐採等を行うもの。業務を契約期間内
に円滑に遂行するためには、森林整備の知識とともに、市内
広域にわたる森林の管理履歴と現況及び森林所有者の情報が
必要。
　北九州市森林組合は1952年から市内の造林地における調
査・測量業務に携わっており、森林整備の知識と技術の蓄積
があり、また市内森林の管理履歴と現況及び森林所有者の情
報に精通しており、業務を契約期間内に円滑に遂行すること
ができる業者は、北九州市森林組合のみであるため随意契約
とした。
　なお、事業の透明性、競争性を確保するため、本業務の実
施を希望する者の有無を確認する目的で参加意思確認書の提
出を求める公募を実施した結果、参加意思確認書を提出した
事業者がないことを確認済。

自治法
施行令
第２号

45,868,900 ー

産業経済局　農林課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2078

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

産業経済局　農林課

令和６年度Ｊクレジット登
録用市営林間伐業務

北九州市森林組合 4,543,000 令和07年01月28日

　本委託業務はJクレジット登録用の市営林において、クレ
ジット創出に向けスギ・ヒノキの間伐を行うものである。
　市営林の造林事業に直結する間伐であり、北九州市市営林
規則第10条第3項において、請負の方法による場合は、「森
林組合またはあらかじめ市長が指定した者に請け負わせるも
のとする。」と規定されている。（現在市長の指定した者は
いない。）
　以上の理由により、当該業務を北九州市森林組合と随意契
約とした。

自治法
施行令
第２号

4,591,400 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2086

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

脇田漁港多目的広場等管理
委託

ひびき灘漁業協同組合 5,688,408 令和7年3月21日

　多目的広場を含む「ひびき海の公園」は、脇田の海を活用
し、広く市民に健全なレクリエーションの場を提供すること
と、その中で漁村と都市住民との交流を促進、漁村地域を活
性化することを目的として本市が整備した公園である。
　上記の目的を考慮し、漁村地域の活性化を進めるうえで
は、地域共同体的性格が強い漁協の連携が必要である。
　ひびき灘漁業協同組合は、海釣り桟橋の指定管理者として
多目的広場の施設と連携して、賑わいの創出に努めている。
更に、地元住民の雇用促進を積極的に行い、地域の活性化も
促している。このように地元自治会や地域と調和を図りなが
ら、適時、適切に業務を推進し、公園美化や観光地化対策に
も取り組んでいることから、当該組合に特命している。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

ー

脇田漁港フィッシャリーナ
維持管理等業務委託

北九州市筑前海区海面利用
適正化協議会

14,764,200 令和7年3月26日

　脇田漁港フィッシャリーナは、筑前海区における海面利用
と漁港利用の秩序を保持し、漁業生産活動の円滑化を図るた
め、遊漁船等を分離収容するための施設であり、漁業者との
連絡調整が必要不可欠である。また、漁業とプレジャーボー
トとの間のトラブルを防止するためには、この海域における
漁法や漁業活動の状況、海面利用のルールに精通している者
が、監視し、指導する必要がある。さらに、異常気象にも的
確に対応でき、万一の事故の際にも迅速な対応ができる必要
がある。海面利用及び漁港利用の適正化を図ることを目的と
して、ひびき灘漁協と北九州市漁協が共同で設立した北九州
市筑前海区海面利用適正化協議会に特命随意契約を行うも
の。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　水産課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-582-2269

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度小倉南区アライ
グマ防除業務委託

小倉南猟友会 1,100,000 令和6年10月1日

　小倉南区では、アライグマによる市民生活被害や生態系被
害等が拡大している。本業務は、この被害を防止することを
目的に、アライグマをわなで捕獲することにより、特定外来
生物であるアライグマの防除を行うものである。本業務の委
託にあたっては、アライグマ防除従事者登録をする必要があ
るが、登録には講習会を受講するか、狩猟免許を持っている
ことが前提となる。今回、本業務を委託する「小倉南猟友
会」は、会員全員が狩猟免許を所持しており、さらに区内の
野生鳥獣にも精通している。また、ワナの設置箇所の選定や
見回り、捕獲したアライグマの処分などの作業があり、この
目的を達成できるのは小倉南猟友会をおいて他にない。
　よって、本業務は「小倉南猟友会」に特命で業務委託する
こととする。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

産業経済局　鳥獣被害対策課



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-961-6546

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和7年度総合農事セン
ター園内管理（直営区域）
業務委託

株式会社ワールドインテッ
ク
代表取締役　伊井田　栄吉

11,231,000 令和7年3月26日

 「北九州市委託業務への参加者の有無を確認する公募手続
きに関する要綱」に基づき、令和６年３月１日から令和６年
３月１５日にかけて公募による参加意思確認手続きを行った
が、期限までに参加意思を示す事業者はいなかった。代替可
能な事業者が把握できないため、「北九州市委託業務への参
加者の有無を確認する公募手続きに関する要綱」第１０条第
１項第１号により特定の者（株式会社ワールドインテック）
との随意契約の手続きを実施した。

自治法
施行令
第２号

11,716,021 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

産業経済局　総合農事センター



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-583-2025

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

公設地方卸売市場冷蔵庫棟
冷凍機整備業務委託

三菱重工冷熱株式会社 7,040,000 令和6年12月6日

　「北九州市業務委託契約における参加者の有無を確認する
公募手続きに関する要綱」に基づき、三菱重工冷熱株式会社
以外に入札参加希望者（履行可能事業者）の有無を確認する
ための公募を令和５年度に行った結果、入札希望者はおら
ず、本業務を履行可能なものは三菱重工冷熱株式会社のみと
確認され、同年度において、同社と特命随意契約を締結し
た。
　北九州市業務委託契約における参加者の有無を確認する公
募手続きに関する要綱第１０条第２項により、当該契約の契
約期間の始期から３年間は契約期間の終了後、同一の業務を
実施する場合、公募を実施せずに、同一の委託先に委託する
ことができるとされている。このため、本年度については公
募を行わずに特命随意契約を行った。

自治法
施行令
第２号

7,040,000 ー

冷蔵庫棟貯氷庫氷搬出業務
委託

株式会社丸十環境 1,889,800 令和6年12月6日

　冷蔵庫棟貯氷庫の搬出スクリューコンベアの故障により氷
の搬出が停止したことに伴い、貯氷庫内の氷が塊となり、ス
クリューコンベアを復旧しても、氷塊のため氷の搬出ができ
なくなった。１２月は水産取扱量が増加する時期であり、せ
りに必要となる量の氷の払い出しができなければ、水産関連
事業者へ甚大な影響を与えるため、早急に氷塊を冷蔵庫棟貯
氷庫から搬出する必要がある。
　ついては、氷搬出のための機材及び人員を早急に手配し対
応することが可能である業者を選定した。

自治法
施行令
第５号

1,889,800 ー

北九州市卸売市場廃棄物処
理及び場内清掃等業務委託

北九州ビルメンテナンス協
同組合

62,370,000 令和7年3月18日
　再度競争入札に付すも落札者がおらず、予定価格と入札金
額の差が些少であったため、随意契約に移行した。

自治法
施行令
第８号

62,447,000 ー

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

産業経済局　中央卸売市場



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-861-0961

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

藍島～小倉航路運航業務委
託

関門汽船株式会社 2,525,600 令和6年11月29日

　小倉航路「こくら丸」のドック入渠に伴う代船借上げ運航
業務委託に係る特命随意契約。
　委託先の条件として、

 （１）船舶自体の条件として、船体堅牢、強固、機関完全で
設備等を整備しているとともに、用途は旅客船で旅客定員が
100名程度確保でき航海にも支障がないこと。
（２） 乗組員を確保し常時派遣できるなど委託期間中正確
にダイヤどおりに運航できる体制を整えていること。
が必要である。
　関門・福岡地区において「こくら丸」の代替船となりうる
船舶を所有し、かつ運航スタッフを確保できる業者は、関門
汽船㈱しかなかった。

自治法
施行令
第２号

2,850,000 ー

小倉航路「こくら丸」船員
派遣業務（船長）

株式会社アクサスワン 5,055,600 令和7年3月28日

　本委託契約は、こくら丸の船長として船員派遣を委託する
ものである。
　小倉航路の船長は、船舶の運航に必要な海技資格として５
級海技士（船長）以上が必要となるが、これら資格に加え
て、本航路特有の潮流や風向・風力などの気象条件に応じた
操舵技術や、離島の狭隘な岸壁に、潮位や波などの状況に応
じて安全に離接岸する卓越した能力が必要である。さらに、
使用船舶である「こくら丸」は、95tの150名定員の２階構造
の船舶であり、船独特の風や潮の流れに応じた動きを経験
し、操舵に習熟する必要がある。
（通常習熟には半年から１年の期間が必要とされる。）
また、新規採用船長への指導も必要である。
　本契約の相手方である㈱アクサスワンは、従前から小倉航
路
　「こくら丸」に船員派遣を行っており、小倉航路に習熟し
た船員を社員として多く雇用している。安全で安定した航路
運航のために、当該業務を適切に履行することができるのは
当該相手方のみである。

自治法
施行令
第２号

5,364,000
派遣期間
４月１日～９月３０
日

産業経済局　渡船事業所



随意契約結果一覧表 （令和６年１０月～令和７年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 093-861-0961

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

産業経済局　渡船事業所

小倉航路「こくら丸」船員
派遣業務（船長）

株式会社アクサスワン 9,834,000 令和7年3月28日

　本委託契約は、こくら丸の船長として船員派遣を委託する
ものである。
　小倉航路の船長は、船舶の運航に必要な海技資格として５
級海技士（船長）以上が必要となるが、これら資格に加え
て、本航路特有の潮流や風向・風力などの気象条件に応じた
操舵技術や、離島の狭隘な岸壁に、潮位や波などの状況に応
じて安全に離接岸する卓越した能力が必要である。さらに、
使用船舶である「こくら丸」は、95tの150名定員の２階構造
の船舶であり、船独特の風や潮の流れに応じた動きを経験
し、操舵に習熟する必要がある。
（通常習熟には半年から１年の期間が必要とされる。）
また、新規採用船長への指導も必要である。
　本契約の相手方である㈱アクサスワンは、従前から小倉航
路「こくら丸」に船員派遣を行っており、小倉航路に習熟し
た船員を社員として多く雇用している。安全で安定した航路
運航のために、当該業務を適切に履行することができるのは
当該相手方のみである。

自治法
施行令
第２号

10,559,000
派遣期間
４月１日～３月３１
日

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　


